
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 かしはら便り 学校便り８・９月号 令和３年８月２７日   

福岡市立柏原小学校 校長 古賀 真理子 

 
  

夏休み期間中に子ども達が大きな事件，事故に巻き込まれたという報告がなく，無事に過ごせたことを
心から安堵しております。各ご家庭でいかがお過ごしになったでしょうか。長い休みの間，どのような体
験をしたのか，どのような生活を送ることができたのか学級で話題となることでしょう。 
 学校では夏休みの期間を利用して研修や職員作業を行い 
ました。汗まみれで廊下，階段，ホールの床をこすり，ピカ 
ピカにしています。また，学習指導方法や児童理解研修，人 
権研修等，様々な研修を行いました。２学期からの指導に役 
立てていこうと思っています。 
 

 
今年は一年遅れで東京オリンピック・パラリンピックが開催されました。テレビの前で応援し，出場選

手のひたむきなプレーに感動した方も多かったのではないでしょうか。私は本校の卒業生である上野由岐
子投手を特に応援しました。前回のオリンピックで金メダルをとってから今に至るまで苦難の日々を送っ
たことについてテレビで報じられていたので，今回の金メダル獲得も心から嬉しく思いました。柏原小の
子ども達にとっても誇らしいことです。今回ＰＴＡがお祝いの横断幕を作ってくれていますので，見る度
に感動をよみがえらせることができます。ありがとうございます。 
 

 

 
 

福岡市内においても，子どもの感染者数が増加し，２学期が始まると，子ども達はご家族以外，先生や
友達と接する機会が増えることになり，保護者の皆様におかれましてはご心配されてあることと思いま
す。先日，福岡市教育委員会より新たな感染予防対策として，時差登校をすることが出されました。本校
においては時差登校の他，以下のように感染対策を行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

【時差登校】 

１ ねらい：時差登校によって登校時の密を回避する。 

２ 方 法： 

８月３０日（月）～９月３日（金） ９月６日（月）～９月１０日（金） 

２・４・６年・あおぞら 8:20 登校 

      （昇降口解錠 7:50） 

１・３・５年・あおぞら 8:20 登校 

      （昇降口解錠 7:50） 

１・３・５年 8:35 登校 

      （昇降口解錠 8:05） 

２・４・６年 8:35 登校 

      （昇降口解錠 8:05） 
※ 8:35 登校の学年はこの期間、柏原タイムを省き学習を進めます。8:20 登校の学年は１ 

時間目の前に柏原タイムを行い、１校時目から全校で時制をそろえているため給食時間に 

変更はありません。 

【強化した対策】 

・下校時の対策として，昇降口に向かう時刻を各教室でずらし，密を避けるようにします。 

・子ども達が自由に接触する機会が増える昼休みはこの期間は，２０分とし，運動場で遊ぶ 

学年も減らし密を回避します。 

  ・給食時間，マスクを外している間の会話を控える指導の徹底をします。また，給食返却児 

童の人数を減らしたり，移動する階段を制限し密を回避します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 感染状況に応じて学級閉鎖，学年閉鎖，休校の措置がとられた場合，オンライン授業を行うこととなり
ます。オンライン授業が決まった時，場合によっては保護者の方に学校にタブレットを取りに来ていただ
くことがありますので，ご協力をよろしくお願いいたします。また，基礎疾患や家庭の状況等から登校で
きない，登校が不安だというご家庭におかれましては，学級での時間割でオンライン授業を進めることに
なります。オンラインでの参加の仕方は個別に確認が必要となります。担任までお知らせください。５月
にお知らせしましたように次の活動についてご確認をお願いします。 
 
 
 

 
 

 

８月 

27 日(金)始業式→オンラインで実施  

30 日(月)給食開始 

９月 

1 日(水)安全点検   

6 日(月)ＰＴＡ役員会→中止 

7 日(火)学習参観懇談会 1･3 年→中止 

 

 

9 日(木)学習参観懇談会 2･4 年→中止 

10 日(金)学習参観懇談会 5･6 年あおぞら  

→参観は中止 ５･６年の説明会はオンラインで 16 時から実施 

15 日(水)代表委員会 →中止 

16 日(木)クラブ活動→緊急事態宣言が延長なら延期 

22 日(水)観劇会 34 年→緊急事態宣言が延長なら１月 

24 日(金)観劇会 56 年 12 年→ 緊急事態宣言が延長なら１月 

 

 

 
 

感染拡大防止のため保護者の皆様には，再度，次のことにご協力をお願いします。 
まず，朝の検温，健康観察を必ずおこなってください。お子様やご家族の体調が悪い，風邪の症状が見

られる等の時は登校を控えるようお願いします。登校後発熱した場合や体調が悪い場合等は早めのお迎え
をお願いします。 
緊急事態宣言中は感染対策が高い学習活動を一時的中止する他，予定していた学習活動や学習参観，懇

談会等の行事を中止することとなります。ご理解の程，お願いいたします。 
また，コロナウィルスに感染したことが判明したり，濃厚接触者と判断されたりした場合，一番心を痛

めているのは当時者やご家族です。子ども達にはいたわりの気持ちをもった接し方ができる子になってほ
しいと思います。憶測や誹謗中傷することがないよう，ご家庭でも人権に配慮した言動についてお話をお
願いします。 
最後に,学級閉鎖，子ども会の休会等，突然起こりうることを想定していただきますようお願いします。 

 

 

○細やかな技術指導が必要な場合やカッター，彫刻刀，包丁，針などの刃物類，ライター，マッチ等

の火器類，消毒液などの薬品類，その他危険が伴うことが予想される道具類を使用する内容につい

ては原則オンライン授業では実施しない。 

 

○次のような学習が含まれているときには家庭でも配慮をしていただく。 

 ・はさみ等を使った工作では誤って怪我をすることがある。 

 ・習字や絵の具を使った描画の作業は水をこぼしたり，汚したりすることがある。 

 ・コンパスを使った作図では誤ってコンパスの針で怪我をすることがある。 

 ・ダンスやストレッチ等,室内でできる簡単な運動では，転倒等による怪我や活動時の音による近

隣へのトラブルが起こることがある。 

 ・リコーダー等の楽器を使った内容では演奏時の音による近隣とのトラブルが起こることがある。 

 ・調理など衛生管理が必要な内容については，誤飲や誤食，アレルギーによる事故等が起こること

がある。 


